(表面)
足立区公契約条例
この現場（仕事）には「労働報酬下限額」（賃金の下限額）が定められています。
○足立区公契約条例
　足立区が発注する工事請負や業務委託に関する契約等において、従事する労働者の賃金の下限額を定めることにより、労働者の労働意欲を高め、事務や事業の質を向上させ、最終的には区民が安心して心豊かに暮らせる生活の実現を目指すものです。
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※　労働報酬下限額は足立区ホームページや「足立区公契約条例の手引（令和８年度用）」にも一覧表を掲載しています。

○対象となる契約等
（１）予定価格が１億円以上の工事又は製造の請負の契約
（２）予定価格が９千万円以上の次の契約
①	区施設の設備又は機器の運転、管理、保守又は点検の業務に関する契約
②	区施設の電話交換、受付及び案内の業務に関する契約
③	区施設の維持管理又は運営の業務に関する契約
④	区施設の建物清掃の業務に関する契約
⑤	区施設の警備の業務（機械警備業務を除く）に関する契約
⑥	給食調理（区施設内で行われるもの）の業務に関する契約
⑦	区立学校の用務の業務に関する契約
⑧	車両運行の業務に関する契約（区内及び隣接地域内で行われるもの）
⑨	前項に掲げるもののほか、区長が適当と認めた契約（別途、告示したもの）
（３）指定管理協定

○対象となる労働者
（１）工事請負契約：裏面の職種で当該契約に係る業務に従事するもの（一人親方を含む）
（２）業務委託契約：当該契約に係る業務に従事するもの
（３）指定管理協定：当該公の施設の管理に係る平常的に行われる業務委託の業務に従事するもの
※　正社員、日雇い労働者、パート、アルバイト等の労働形態や雇用主が元請または下請かを問わず、賃金が支払われる方は、原則、対象となります。
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工事請負契約に係る令和８年度労働報酬下限額一覧

１　熟練労働者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：円)
	№
	職　種
	労働報酬下限額
	№
	職　種
	労働報酬下限額
	№
	職　種
	労働報酬下限額

	
	
	時給
	日額(８H）
	
	
	時給
	日額(８H）
	
	
	時給
	日額(８H）

	01
	特殊作業員
	3,455
	27,640
	18
	さく岩工
	4,725
	37,800
	35
	左官
	3,803
	30,424

	02
	普通作業員
	3,038
	24,304
	19
	トンネル特殊工
	4,253
	34,024
	36
	配管工
	3,387
	27,096

	03
	軽作業員
	2,105
	16,840
	20
	トンネル作業員
	3,612
	28,896
	37
	はつり工
	3,510
	28,080

	04
	造園工
	3,117
	24,936
	21
	トンネル世話役
	4,815
	38,520
	38
	防水工
	4,298
	34,384

	05
	法面工
	3,780
	30,240
	22
	橋りょう特殊工
	4,130
	33,040
	39
	板金工
	4,028
	32,224

	06
	とび工
	3,725
	29,800
	23
	橋りょう塗装工
	4,107
	32,856
	40
	タイル工
	3,128
	25,024

	07
	石工
	3,725
	29,800
	24
	橋りょう世話役
	4,725
	37,800
	41
	サッシ工
	3,747
	29,976

	08
	ブロック工
	3,645
	29,160
	25
	土木一般世話役
	3,870
	30,960
	42
	屋根ふき工
	2,400
	19,200

	09
	電工
	3,860
	30,880
	26
	高級船員
	4,467
	35,736
	43
	内装工
	3,870
	30,960

	10
	鉄筋工
	3,803
	30,424
	27
	普通船員
	3,680
	29,440
	44
	ガラス工
	3,758
	30,064

	11
	鉄骨工
	3,353
	26,824
	28
	潜水士
	5,930
	47,440
	45
	建具工
	3,304
	26,432

	12
	塗装工
	4,107
	32,856
	29
	潜水連絡員
	4,298
	34,384
	46
	ダクト工
	3,387
	27,096

	13
	溶接工
	4,287
	34,296
	30
	潜水送気員
	4,040
	32,320
	47
	保温工
	3,218
	25,744

	14
	運転手(特殊)
	3,500
	28,000
	31
	山林砂防工
	3,657
	29,256
	48
	建築ブロック工
	3,406
	27,248

	15
	運転手(一般)
	2,880
	23,040
	32
	軌道工
	6,605
	52,840
	49
	設備機械工
	3,150
	25,200

	16
	潜かん工
	4,197
	33,576
	33
	型わく工
	3,713
	29,704
	50
	交通誘導警備員Ａ
	2,307
	18,456

	17
	潜かん世話役
	5,030
	40,240
	34
	大工
	3,443
	27,544
	51
	交通誘導警備員Ｂ
	2,105
	16,840


２　見習い・手元等（熟練労働者以外）　　（№1から№51までの職種全て）
(1)　労働報酬下限額　1,637円(１時間当たり）
(2)　労働報酬下限額 13,096円(８時間当たり)
※　下限額の計算は、賞与等を割り返したものを含む


ご自身の賃金が労働報酬下限額より低いと思う場合
《申出先》
○受注者（元請業者）

○足立区総務部契約課
住所：〒120-8510　足立区中央本町一丁目１７番１号
電話：０３－３８８０－５８３２
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